
平
成
二
十
年
十
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月
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号

麻
生
太
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内
閣
総
理
大
臣
の
自
宅
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た
デ
モ
隊
の
逮
捕
勾
留
に
関
す
る
再
質
問
主
意
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麻
生
太
郎
内
閣
総
理
大
臣
の
自
宅
を
見
に
行
こ
う
と
し
た
デ
モ
隊
の
逮
捕
勾
留
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
一
七
六
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

本
年
十
月
二
十
六
日
午
後
四
時
前
後
、
「
麻
生
邸
拝
見
リ
ア
リ
テ
ィ
ツ
ア
ー
」
と
称
す
る
、
麻
生
太
郎
内
閣
総
理
大
臣
の

自
宅
を
見
に
行
こ
う
と
す
る
集
団
（
以
下
、
「
ツ
ア
ー
隊
」
と
い
う
。
）
が
、
渋
谷
駅
付
近
を
歩
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の

う
ち
の
三
名
が
、
突
如
渋
谷
警
察
署
の
警
察
官
に
現
行
犯
逮
捕
さ
れ
る
事
件
（
以
下
、
「
事
件
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し

た
。
現
行
犯
逮
捕
の
瞬
間
等
、
「
事
件
」
の
動
画
が
動
画
サ
イ
ト

ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
等
に
お
い
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
警

察
庁
と
し
て
、
こ
れ
ら
動
画
を
確
認
し
て
い
る
か
。

二

麻
生
太
郎
内
閣
総
理
大
臣
は
、
一
で
挙
げ
た
「
事
件
」
の
動
画
を
観
た
こ
と
は
あ
る
か
。

三

警
察
庁
ま
た
は
警
視
庁
と
し
て
、
自
ら
「
事
件
」
の
様
子
を
撮
影
し
、
そ
の
動
画
を
有
し
て
い
る
か
。

四

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
警
視
庁
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
許
可
の
申
請

は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
」
と
、
「
ツ
ア
ー
隊
」
に
よ
り
、
一
般
に
デ
モ
行
為
と
言
わ
れ
る
、
東
京
都

条
例
に
お
い
て
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
集
団
行
動
（
以
下
、
「
デ
モ
」
と
い
う
。
）
を
行
う
た
め
の
許
可
の
申
請
は
な
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
動
画
サ
イ
ト

ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
や
、
「
ツ
ア
ー
隊
」
自
ら
が
撮
影
し
た
映
像

一



（
例
え
ばhttp://asoudetekoiq.blog8.fc2.com

/blog
-entry-6.htm

l

の
動
画
）
に
は
、
実
際
に
「
デ
モ
」
を
始
め
る
前

に
、
渋
谷
警
察
署
の
警
察
官
と
思
し
き
人
物
が
、
「
ツ
ア
ー
隊
」
が
「
デ
モ
」
の
許
可
を
取
っ
て
い
な
い
以
上
、
車
道
で
は

な
く
歩
道
を
歩
き
、
「
デ
モ
」
行
為
に
該
当
す
る
行
動
を
と
ら
な
い
様
に
、
更
に
、
麻
生
邸
を
見
に
行
く
の
な
ら
、
五
、
六

名
の
人
数
で
行
く
よ
う
に
等
、
「
ツ
ア
ー
隊
」
の
う
ち
の
一
名
と
話
し
合
い
が
な
さ
れ
て
い
る
様
子
が
見
え
る
が
、
右
動
画

を
直
接
確
認
し
、
「
ツ
ア
ー
隊
」
の
人
物
と
話
を
し
て
い
る
警
察
官
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

四
の
警
察
官
は
、
「
ツ
ア
ー
隊
」
に
対
し
て
「
デ
モ
」
行
為
の
許
可
を
与
え
た
訳
で
は
な
い
に
せ
よ
、
「
デ
モ
」
行
為
に

該
当
し
な
い
範
囲
で
集
団
行
動
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
理
解
を
示
し
、
許
可
し
た
も
の
と
理
解
し
て
良
い
か
。
確
認
を
求

め
る
。

六

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
ツ
ア
ー
隊
」
の
う
ち
三
名
が
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
「
警
視
庁
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の

三
名
の
う
ち
、
一
名
に
つ
い
て
は
条
例
第
一
条
違
反
に
よ
り
、
他
の
二
名
に
つ
い
て
は
、
公
務
執
行
妨
害
罪
に
よ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
逮
捕
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九

十
五
条
第
一
項
に
規
定
の
あ
る
、
公
務
員
が
職
務
を
執
行
す
る
に
当
た
り
、
こ
れ
に
対
し
て
暴
行
ま
た
は
脅
迫
を
加
え
る
こ

と
と
定
義
さ
れ
て
い
る
公
務
執
行
妨
害
に
該
当
す
る
行
為
を
、
右
の
「
ツ
ア
ー
隊
」
の
二
名
（
以
下
、
「
二
名
」
と
い

二



う
。
）
が
働
い
た
と
す
る
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。
警
察
庁
と
し
て
、
「
二
名
」
が
具
体
的
に
ど
の
様
な
行
為
を
働
き
、
そ
れ

が
公
務
執
行
妨
害
に
該
当
す
る
と
し
て
逮
捕
し
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

七

警
察
庁
と
し
て
、
「
二
名
」
が
公
務
執
行
妨
害
に
該
当
す
る
行
為
を
働
い
た
瞬
間
を
、
一
で
挙
げ
た
動
画
ま
た
は
警
察
庁

か
警
視
庁
自
ら
が
撮
影
し
た
映
像
等
に
よ
り
、
直
接
確
認
し
て
い
る
か
。

八

「
事
件
」
発
生
当
時
、
そ
の
現
場
に
居
合
わ
せ
、
「
二
名
」
を
公
務
執
行
妨
害
で
直
接
逮
捕
し
た
警
察
官
（
以
下
、
「
警

察
官
」
と
い
う
。
）
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

九

本
年
十
一
月
十
四
日
の
衆
議
院
法
務
委
員
会
で
、
河
村
た
か
し
衆
議
院
議
員
の
質
問
に
対
し
、
政
府
参
考
人
と
し
て
出
席

し
た
池
田
克
彦
警
察
庁
警
備
局
長
は
「
被
害
を
受
け
た
者
が
そ
の
よ
う
に
確
か
に
受
け
た
と
い
う
ふ
う
に
証
言
し
て
お
り
ま

す
し
、
こ
れ
は
間
違
い
な
い
も
の
と
い
う
ふ
う
に
承
知
し
て
お
り
ま
す
。
」
と
、
「
二
名
」
の
逮
捕
に
つ
い
て
「
警
察
官
」

の
証
言
を
聞
い
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
右
の
証
言
は
い
つ
、
ど
こ
で
な
さ
れ
、
誰
が
そ
の
証
言
を
聞
い
た
の
か
詳
細
に
説
明

さ
れ
た
い
。

十

「
二
名
」
の
逮
捕
に
つ
き
、
「
警
察
官
」
よ
り
警
視
庁
に
報
告
が
な
さ
れ
た
か
。
な
さ
れ
た
の
な
ら
、
報
告
を
行
っ
た
人

物
並
び
に
報
告
を
受
け
た
人
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
官
職
氏
名
、
報
告
が
な
さ
れ
た
日
に
ち
、
場
所
並
び
に
報
告
に
関
す
る
文
書

三



の
有
無
等
、
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

十
一

「
警
察
官
」
は
具
体
的
に
「
二
名
」
に
よ
る
ど
の
様
な
行
為
を
公
務
執
行
妨
害
に
該
当
す
る
と
判
断
し
、
「
二
名
」
を

逮
捕
す
る
に
至
っ
た
の
か
、
「
警
察
官
」
本
人
に
確
認
し
た
上
で
答
弁
さ
れ
た
い
。

十
二

九
の
池
田
局
長
の
答
弁
は
、
一
で
挙
げ
た
動
画
ま
た
は
警
察
庁
か
警
視
庁
自
ら
が
撮
影
し
た
映
像
等
を
確
認
し
た
上
で

の
も
の
か
。
そ
れ
と
も
、
「
警
察
官
」
の
証
言
の
み
を
基
に
な
さ
れ
た
も
の
か
。

十
三

十
二
に
お
い
て
、
一
で
挙
げ
た
動
画
ま
た
は
警
察
庁
か
警
視
庁
自
ら
が
撮
影
し
た
映
像
等
は
一
切
確
認
せ
ず
、
「
警
察

官
」
の
証
言
の
み
を
基
に
な
さ
れ
た
も
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
著
し
く
客
観
性
に
欠
け
る
答
弁
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
警
察
庁

の
見
解
如
何
。

十
四

「
警
察
官
」
に
よ
る
「
二
名
」
の
逮
捕
は
、
九
の
委
員
会
に
お
い
て
森
英
介
法
務
大
臣
が
「
警
察
官
が
自
分
か
ら
体
当

た
り
し
て
お
い
て
、
公
務
執
行
妨
害
で
相
手
を
逮
捕
す
る
事
態
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
」
と
定
義
し
て
い
る
当

た
り
公
妨
に
該
当
す
る
、
不
当
逮
捕
で
は
な
い
の
か
。

十
五

警
察
庁
が
「
警
察
官
」
に
よ
る
「
二
名
」
の
逮
捕
は
当
た
り
公
妨
で
は
な
く
、
「
二
名
」
が
公
務
執
行
妨
害
に
該
当
す

る
行
為
を
働
い
た
と
主
張
す
る
の
な
ら
、
少
な
く
と
も
一
で
挙
げ
た
動
画
ま
た
は
警
察
庁
か
警
視
庁
自
ら
が
撮
影
し
た
映
像

四



等
の
客
観
的
資
料
に
よ
り
、
そ
れ
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
、
警
察
庁
が
「
警
察
官
」
に
よ
る
「
二
名
」

の
逮
捕
は
当
た
り
公
妨
で
は
な
く
、
「
二
名
」
は
公
務
執
行
妨
害
に
該
当
す
る
行
為
を
働
い
て
お
り
、
「
二
名
」
の
逮
捕
は

正
当
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
客
観
的
な
証
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


